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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２５年１０月２８日 ２０時２０分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市金
きん

華
か

山
さん

東南東方沖 

金華山灯台から真方位１０４°２７.５海里付近 

（概位 北緯３８°１０.０′ 東経１４２°０８.９′） 

事故調査の経過  平成２５年１０月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十一日
にっ

東
とう

丸、３２５トン 

１４１８１３、日東水産株式会社 

６６.４２ｍ×１１.６０ｍ×６.６８ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,９４２kＷ、平成２４年１０月２９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４９年１２月２０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月１２日 

免状有効期間満了日 平成２７年３月１３日 

甲板長 男性 ６１歳 

甲板員 男性 ６１歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員） 

 損傷 ガイドローラの軸受け及び倒れ止めピンに曲損 

事故の経過 本船は、船長及び甲板員ほか２０人が乗り組み、金華山東南東方沖

でまき網の投下を開始し、日東丸一号艇（以下「日東丸」を冠する搭

載艇についてはこれを省略する。）が、まき網上部の端に付けた浮子

寄せロープ及びまき網下部のワイヤロープを取り、本船の右舷方で船

尾から船首へ向かって円形に引き、同艇から受け取った浮子寄せロー

プを船首楼甲板の右舷船尾寄りのウインチ及びまき網下部のワイヤロ

ープを右舷中央のパースウインチでそれぞれ巻き込んでいたが、同ロ

ープと同ワイヤロープとが絡んでいた。 

船長は、船橋の左舷側におり、甲板員が、船首楼甲板の左舷側で本

船の左舷を引かせるロープ等を一号艇に渡す作業を終え、船首楼甲板

の左舷側から離れるところを見た。 
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本船は、右舷船首のブルワーク上に備え付けた船首側のガイドロー

ラ及び船尾側のガイドローラが並んで配置されていた。 

 甲板長は、浮子寄せロープをまき網下部のワイヤロープから外すた

め、まき網上部の端に取り付けたロープ（以下「本件ロープ」とい

う。）を三号艇から右舷船首で受け取り、本件ロープを浮子寄せロー

プと同様な張りとなるように長さを調整しながら、本件ロープを船首

側のガイドローラに掛けて船首楼甲板の右舷キャプスタンのドラムに

約７回巻いて係止し、浮子寄せロープを外すように船首楼甲板の右舷

船尾寄りのウインチで作業する乗組員に合図を出した。 

甲板長は、船尾方に向かう際、甲板員が右舷船首ブルワークの水平

スチフナに乗って周囲を見ていたので、気を付けるように言った。 

 本船は、平成２５年１０月２８日２０時２０分ごろ、浮子寄せロー

プが放され、船首側のガイドローラの軸受け上部が船首方に曲がって

同ローラが傾き、本件ロープが同ローラから外れて船首方に向かって

緊張し、同ローラの船首方に立っていた甲板員が本件ロープに跳ねら

れた。 

 船長は、左舷方の一号艇に指示を出して本船の左舷を引かせる作業

の準備を終え、船橋の中央付近に移動した際、バーンと大きな音が聞

こえたので、船首楼甲板を見たところ、本件ロープが右舷船首方へ張

り、本件ロープの船首寄りでうつ伏せの状態で倒れている甲板員を見

付けた。 

 船長は、甲板員の意識がなく、顔から出血していたので、海上保安

庁に通報して救助を要請し、船舶所有会社に報告した。 

甲板員は、海上保安庁のヘリコプターで病院に搬送され、左頬粉砕

骨折、左頬部挫裂創及び左眼球破裂を負った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  船首側のガイドローラ及び船尾側のガイドローラは、両ガイドロー

ラの下部内側に取り付けた倒れ止めピンを外せば、内側に倒してブル

ワークの中に収納できる構造になっており、パラシュート型シーアン

カーのロープを巻き揚げる時には両ガイドローラを立てて使用してい

た。 

 船首側のガイドローラは、ブルワーク上の高さが約３７cm、直径約

１０cm のローラの外側に幅約１０cm、厚さ約５cm の軸受けが付いた

ステンレス鋼製であり、本事故により、軸受け及び倒れ止めピンが曲

損したが、ローラは、軸受け下部から外れ、軸受け上部に付いた状態

であり、損傷がなかった。なお、ブルワークの高さは、船首楼甲板か

ら約１１０cmであった。 

本船では、今までに浮子寄せロープとまき網下部のワイヤロープが

絡んだことはなく、浮子寄せロープを船首側のガイドローラに掛けた
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ことがなかった。 

甲板長は、パラシュート型シーアンカーのロープを巻き揚げる時に

両ガイドローラを使用することは知っていたが、本事故前、両ガイド

ローラが立ててあり、本件ロープを上方から簡単に掛けられると思っ

た。 

 浮子寄せロープは、直径約６０mm、長さ約２０～３０ｍであり、本

件ロープは、直径約４０mm、長さ約３０ｍの合成繊維製であった。 

 船舶所有会社は、平成２３年東北地方太平洋沖地震の影響で所有し

ていたまき網船が被災したので、本船を建造し、平成２５年２月から

操業を再開した。 

本船は、本事故当時、作業に影響を与える船体の動揺はなかった。 

船長及び甲板長は、甲板員のヘルメットが壊れ、甲板員が倒れてい

た場所の上方にあるブルワークに血が付着していたので、甲板員の顔

が当たったものと思った。 

甲板員は、本事故時に顔を打って意識を失い、まき網を投下した頃

から本事故後に病院で治療を受けるまでの間の記憶がなかった。 

甲板員は、ヘルメットをかぶり、上下の雨合羽を着用し、長靴を履

き、両手に軍手を付けていたが、救命胴衣は着用していなかった。 

 甲板員は、船舶所有会社に入社し、約３０年の乗船経験があり、本

事故当日、体調不良ではなかった。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、金華山東南東方沖でまき網の投網作業中、まき網下部のワ

イヤロープに絡んだ浮子寄せロープを外す際、まき網上部の端に取り

付けた本件ロープを浮子寄せロープと同様な張りとなるように長さを

調整しながら、船首側のガイドローラに掛けて船首楼甲板の右舷キャ

プスタンで巻いて係止した後、浮子寄せロープを放したところ、船首

側のガイドローラの軸受け上部が船首方に曲がったことから、本件ロ

ープが船首側のガイドローラから外れて船首方へ緊張し、甲板員が本

件ロープに跳ねられて負傷したものと考えられる。 

 船首側のガイドローラは、パラシュート型シーアンカーのロープを

巻き揚げる時に使用するものとして設置されており、本事故当時、船

首側のガイドローラの強度を超える荷重が掛かり、船首側のガイドロ

ーラの軸受け上部が船首方に曲がったものと考えられる。 

 甲板員が船首側のガイドローラの船首方に立っていた経緯について

は、明らかにすることができなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、金華山東南東方沖でまき網の投網作業

中、まき網下部のワイヤロープに絡んだ浮子寄せロープを外す際、ま
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き網上部の端に取り付けた本件ロープを浮子寄せロープと同様な張り

となるように長さを調整しながら、船首側のガイドローラに掛けて船

首楼甲板の右舷キャプスタンで巻いて係止した後、浮子寄せロープを

放したところ、船首側のガイドローラの軸受け上部が船首方に曲がっ

たため、本件ロープが船首側のガイドローラから外れて船首方へ緊張

し、甲板員が本件ロープに跳ねられたことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ローラに掛けたロープが緊張する虞がある場所に立ち入らないこ

と。 

・用途に合ったローラを使用すること。 

 


